
　館山市内通学路危険個所　及び　対策一覧

　（小学校の通学路緊急一斉点検の結果） 令和３年10月時点　

備　　考 対策案【学校現場】 過去の対策実績
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1 船形 船形小 館山市船形318番3号・船形交差

点

（安田木材付近）

県道犬掛館山線

□ 安田木材前、横断歩道なし

□ 交差点には、歩行者用信号なし

□ 那古船形駅からふれあい市場方面は、坂道と

なっているため飛び出し事故の危険性がある

● ● 信号，横断歩道の設置 ● □館山警察署（信号，横断歩道） ● 児童の通学実態，交通量を調査，検討

自転車の安全教育の実施

継続検討

2 船形 船形小 館山市川名754番76号付近

（海岸通り）

（どんどん川）

□ 河川へ転落の危険性あり ● フェンス又は注意看板の設置 □建設課（河川管理） ● 看板の設置を検討中 学期始めの３日、毎月20日前後に

学校職員・ＰＴＡによる登校時の

交通安全指導実施

3 船形 船形小 館山市川名658番4号付近

勤王屋付近

館山市川名725番4号付近

（どんどん川）

□ 河川へ転落の危険性あり ● フェンス又は注意看板の設置 □建設課（河川管理） ● 看板の設置を検討中 学期始めの３日、毎月20日前後に

学校職員・ＰＴＡによる登校時の

交通安全指導実施

4 船形 第一中 館山市川名 626番・丁字路

勤王屋付近のカーブ

（路地→県道302号）

□ 路地からの生徒と県道車両の接触危険性 ● ● 県道対策 ● □館山警察署（一時停止線）

□安房土木事務所（県道対策）

● □安全指導，街頭監視

□減速を促す路面標示の設置，区画線の再塗装

□継続指導

□令和4年3月までを予定

5 船形 船形小 館山市船形496番・丁字路

小林病院付近

□ 細道から車道への出口に注意喚起するべきもの

が無い状態

□ 通学路利用の児童数多い

● ● 注意看板又はカーブミラーの設置 ● □市民協働課（区画線の標示） ● ■区画線の標示 ■令和3年7月実施

6 船形 船形小 館山市船形384－2・丁字路

船形小学校正門前

□ 正門前から県道への出入口の見通しが悪く、保

護者・業者の車両による巻き込み事故の懸念あり

（正門前が緩やかな坂）

□ 信号無視車両あり

□ 横断舗装の白線が劣化

● ● ① 歩行者信号部分にカーブミ

ラー設置

② 横断歩道の再舗装及び正門前

の安全対策措置（横断歩道のカ

ラー舗装等）

● □館山警察署（横断歩道）

□安房土木事務所（区画線）

□教育総務課（カーブミラー）

● ● ● □横断歩道の再塗装

□区画線の再表示

□カーブミラーの設置

□補修依頼済み

□令和4年３月までを予定

□継続検討

毎月20日前後に学校職員・ＰＴＡ

による登校時の交通安全指導実施

7 船形 船形小 館山市船形851・県道302号線

（船形学園～船形小）

□ 歩道が狭い（約50cm） ● 運転手への注意喚起対策 ● □安房土木事務所（路面標示） ● □「歩行者注意」等の路面標示について検討 □令和4年３月までを予定 毎月20日前後に学校職員・ＰＴＡ

による登校時の交通安全指導実施

8 船形 船形小 館山市船形293・県道302号線

（ＪＲ内房線高架付近）

□ 交通量多く道幅＆歩道が狭い

□ 外側線が劣化

● ● ① 外側線の再舗装

② 歩車区分のための、グリーン

識別

● □安房土木事務所（路面標示） ● ● □路肩部のグリーン着色を検討

□区画線の再塗装

□予算の担保がないため未定

□令和4年３月までを予定

9 那古 那古小 館山市正木1721番1号・県道296

号線

（東橋付近）

□ ガードレール付近の歩道が狭い

□ 川に柵がなく危険

● ● ● ①ガードレールの移動

②外側線の再塗装

③川に柵を設置

● ● □ 安房土木事務所（ガードレール・

外側線）

□建設課（川に柵を設置）

● □ガードレールの位置変更はスペースがなく困難。

「歩行者注意」等の路面標示を検討

□私有地のため柵の設置は困難

□令和4年３月までを予定

□対策不可

10 那古 那古小 館山市那古243番・県道296号線

（那古小に向かう丁字路と丁字

路から入ったところ）

□ 道路の横断が危険である。

□ 「通学路」の表示が消えかかっている。

□ 車の通りが多く，児童が多く住んでいる。

□ 道が狭いうえに，木が伸びていて見通しが悪

い。

● ● ● ①横断歩道の設置

②樹木の剪定

③「通学路」の再塗装

● ● □館山警察署（横断歩道）

□建設課（樹木の剪定）

□市民協働課（区画線）

● ● □横断歩道は，具体的な設置理由，設置場所を確認

の上，児童の登校状況調査，検討

□必要に応じて伐採依頼をする

■区画線

□継続検討

□必要に応じて伐採依頼

■令和3年7月標示済

学期はじめの交通指導を行ってい

る。

11 那古 那古小 館山市那古184番・国道１２７

号線・那古交差点（上り車線）

□ 赤信号の時に待機する児童を守るためのガード

レールが短い。

● ガードレールの設置 ● □国土交通省（安全対策） ● □安全対策を検討（9月17依頼済み） □継続検討 学期はじめの交通指導を行ってい

る。

12 那古 第一中 館山市那古999番・丁字路

第一中学校付近路地

□ 路地からの出口で右方向の安全確認がしにく

い。

● ● ①停止線の表示

②徐行を示す標示の設置

● □館山警察署（停止線の表示）

□市民協働課（徐行を示す標示）

● □安全指導，街頭監視の実施（飛び出しは，規制よ

りも安全指導や注意喚起が有効）

□区画線（文字等）の標示

□継続指導，継続監視

□令和3年度中

13 那古 第一中 館山市那古986番・丁字路

スズキモータース西側の市道

□ 通りからの車両と路地からの生徒が接触する危

険性が高い。

● ● ①停止線の表示

②カーブミラーの移動

● □館山警察署（停止線の表示）

□市民協働課（カーブミラーの移

動）

● □飛び出しは，規制よりも安全指導や注意喚起が有

効

□カーブミラーの移設は困難。角度の調整

□区画線の再表示予定

□安全指導，街頭監視の実施

□カーブミラーの角度調整済

□令和3年度中

14 那古 第一中 館山市那古1102番・県道302号

線・那古観音前交差点

（ウエダ前の変則十字路）

□ 変則の十字路であり，横断時に車両が確認しに

くい。

● ● ● ①交通指導員の常時配備 ● □館山警察署（横断歩道）

□安房土木事務所（外側線）

□市民協働課（交通指導員の配置）

● □危険箇所として情報共有，街頭監視，パトロール

を実施

□区画線の再塗装

■月1度の交通指導員の監視。ＰＴＡも同様

□安全指導，街頭監視の実施

□令和4年３月までを予定

■月一度の交通指導を実施

15 那古 第一中 館山市正木1792番・県道296号

線・丁字路

（県道296号線をショートカッ

トする道）

□ 県道からの車両と路地からの生徒の両者とも死

界となり危険である。

● ● ①停止線の表示

②一方通行

● □ 館山警察署（停止線の表示，一方

通行）

□安房土木事務所

（路面標示、区画線の再塗装）

● □停止線や一方通行について，沿線居住者の意見や

登校状況，交通量を調査し検討

□路面標示、外側線の引き直し

□継続検討

□継続検討

16 那古 第一中 館山市那古996番・丁字路

第一中学校付近路地

□ 路地から通りの車の確認がしづらい。 ● 車道に「丁」を表示 ● □ 市民協働課（区画線の標示） ● ■区画線（文字等）の標示 ■令和3年度中

17 那古 第一中 館山市亀ヶ原819番1号・丁字路

亀ヶ原バス停付近

□一時停止の表示が消えてしまっている。

□近くの横断歩道も消えかかっている。

● ● ● □ 館山警察署（停止線の標示，横断

歩道）

● ■一時停止，横断歩道の再塗装 ■補修依頼済み

18 那古 第一中 館山市亀ヶ原705番・県道296号

線

セブンイレブン亀ヶ原店付近

□横断歩道が消えかかっている。 ● ● □館山警察署（横断歩道） ● ■横断歩道の再塗装 ■補修依頼済み

19 那古 那古小 館山市那古1208番

国道127号線と県道296号線をつ

なぐ市道

□ 歩道が狭い。 ● ポール又はガードレールの設置 ● □市民協働課（区画線の標示） ● ■区画線（破線）表示予定 ■令和3年度中 見守りと学校での指導
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20 北条 北条小 館山市北条473番・国道127号

線・丁字路

北条小学校入口付近

□交通量が多く、勢いよく右左折する車両があ

る。

□上り車線の左折車と横断歩道を渡る児童との接

触の恐れがある。

● □信号を「歩者分離式」に変更 ● □館山警察署（信号） ● □信号を「歩車分離式」にする等，交通量，通学実

態を調査し，安全対策を検討

□継続検討 見守りと学校での指導

21 北条 館山中 館山市北条1141番・交差点

太田歯科医院

□ミラーがついているが視界が狭く見えずらい。

□登校時、交通量が増える。雨天時には、児童生

徒の送迎が増える。

● □ミラーの設置場所の確認 ● □市民協働課（ミラー）

□学校

● ■カーブミラーの移動設置は不可 ■実施不可 見守りと学校での指導

22 北条 館山中 館山市北条316番

館山総合高校入り口から北原交

差点までの通り

(マーレ動物病院先の丁字路）

□信号やミラーの設置はしてあるが、道路が細い

ため、歩行者や自転車と車が接触する恐れがあ

る。

□館山総合高校に向かう生徒と児童生徒が行き違

いになるので危険である。

● ● □歩道の設置

□樹木の剪定

● □建設課（歩道設置、樹木の剪定） ● ■歩道の設置は不可

■必要に応じて剪定依頼

■必要に応じて 見守りと学校での指導

23 北条 館山中 館山市北条1093番1号・丁字路

安房健康福祉センター付近

□幅員が狭く自動車は相互通行をしている。

□バイパスへの抜け道として交通量は多い。

中学生の登下校や北条小の児童の送迎の通行も多

い。

● □幅員拡幅

□歩道の設置

● □建設課（歩道設置、歩道の設置） ● □幅員拡幅（道路拡幅用地の確保） □継続検討

24 北条 館山中 館山市長須賀128番地・Ｙ字路 □多くの生徒が利用するＹ字路であり，信号がな

く登下校時の横断が非常に危険である。

● ● □Ｙ字路に進入する車と生徒の接

触の回避

□待機スペースの確保

□待機スペースの確保

● ● □館山警察署（Ｙ字路対応）

□安房土木事務所（待機場所）

□市民協働課（待機場所）

● □Ｙ字路に進入する車両の減速の対応（ゼブラゾー

ンの設置）

□待機場所舗装

□待機場所確保

□令和3年度中

■令和3年8月実施済み

□継続検討

見守りと学校での指導

25 館山 館山小 館山市・県道257号線

笠名バス停

海員学校前バス停

大賀バス停

ファミリーオ前バス停

□縁石、ガードレールがない。

□白線が消えかかっている。

● ● ● □歩道と車道の区別（色分け）

□ポールの設置

● □安房土木事務所（外側線・路肩部

の着色）

● ● □区画線の再塗装

□路肩部の着色を検討

□令和4年3月までを予定

□継続検討

見守りと学校での指導

26 館山 館山小 館山市館山203番・県道257号

線・館山小学校入口交差点

□歩行者や車がお互いに見えずらい。

□白い柵と標識支柱があり歩行が危険。

□信号待ちをしている歩行者の待機場所が狭い。

● ● □信号を「歩者分離式」に変更

□ポールやペイントで待機場所を

確保

□通学路の標示再塗装

● □館山警察者（信号）

□安房土木事務所（外側線・路肩部

の着色）

□建設課（待機場所の確保）

□市民協働課（隅切り部カラー舗

装）

● ● □押しボタン信号は，渋滞を発生させる可能性があ

るため実施不可

□情報共有，街頭監視を実施

□路側帯のカラー舗装化

□待機場所の確保

□隅切り部カラー舗装

■実施不可

■継続指導（対応済み）

□継続検討

□継続検討

□令和3年度中

定期的に下校指導を行っている。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

27 館山 館山小 館山市沼819番・県道257号線・

交差点

富留宮商店付近

□電柱があるため、歩行者が見えにくい。

□横断歩道と白線が消えかかっている。

● ● ● □見通しの良い交差点店に

□横断歩道の再塗装

□外側線の再塗装

● □館山警察署（信号，横断歩道）

□安房土木事務所（見通しの良い交

差点、外側線）

● ● □押しボタン信号の需要を調査し，撤去や電柱の移

設について検討

□横断歩道の再塗装

□区画線の再塗装

□継続検討

□補修依頼済み

□令和4年3月までを予定

安心・安全サポーターによる見守

り活動

番線学友会等で児童へ危険個所で

あることを指導

28 館山 館山小 館山市1212番1号・県道250号

線・交差点

プチアンジュ付近

□大型車を含む交通量が非常に多い。

□信号機がないので、児童の横断が危険である。

● □押しボタン式の信号の設置 ● □館山警察署（信号）

□安房土木事務所（区画線、路肩部

の着色）

● □児童の通学状況，交通量を調査し，有効な安全対

策を実施

□路側帯のカラー舗装、路面標示、外側線の引き直

し

□継続検討

□継続検討

29 館山 館山小 館山市下真倉674番・市道交差

点

尾張屋付近

□道幅が広く、横断に時間がかかる。交通量も多

く、スピードも出ている。

□信号機がない。

□外側線が消えかかっている。

● ● □信号機の設置

□外側線の再塗装

● □館山警察署（信号）

□市民協働課（外側線）

● ● □児童の登校状況，交通量を調査し，信号設置を検

討。

■平成24年度に区画線（実線，破線）を再塗装済

み。（それ以前に交差点部をカラー舗装済み）

□継続検討

■平成24年に実施済み

（確認の上対応の必要なし）

30 館山 館山小 館山市上真倉1878番・国道410

号・丁字路

妙音院先

□両側が塀のため見通しが悪く、歩行者に気づか

ない。

□横断歩道が1つしかなく、横断に危険が伴う。

● ● □道路拡張

□横断歩道をもう一本設置

● ● □館山警察署（横断歩道）

□建設課（道路拡張）

● ● ■横断歩道は滞留場所がなく危険なため実施不可

□道路拡張

■実施不可

□継続検討

31 館山 館山小 館山市宮城1086番1号・県道257

号・丁字路

館山自動車学校入口付近

□車両が右折して県道に出る際に、歩行者や対向

車が見えにくい。

□横断歩道が1つしかなく、横断に危険が伴う。

● ● □押しボタン式の信号の設置

□横断歩道の設置

● □館山警察署（信号、横断歩道） ● □現状は問題ない状況。安全対策を再検討。 □継続検討 見守りと学校での指導

32 館山 館山小 館山市上真倉2240番・市道丁字

路

高梨米穀点付近

□大木があり、運転者から子供が見にくい。

□子供の背丈だと、車両の確認がしにくい。

● □樹木の剪定等で、死角をなく

す。

● □都市計画課 ● □樹木の剪定 □令和3年度中

33 館山 館山小 館山市館山206番～294番・市道

館山小学校付近

□県道257線と国道127号線の抜け道となってお

り、交通量が多い。

□道幅も狭い。

□道路わきの家から樹木が出ている。

● □速度制限を30㎞に変更

□取り締まり強化

□縁石やポールの設置

● □館山警察署（速度制限を30㎞、取

り締まり）

□市民協働課（縁石やポールの設

□速度制限を30㎞は実施済み

□取締場所の検討

□街頭監視の強化

□区画線（実線等）の再標示

□実施済み

□継続検討

□継続監視

□令和3年度中

毎朝、安心・安全サポーターによ

る見守り活動

34 館山 館山小 館山市下真倉674番4号・市道交

差点

K保険事務所付近

□信号がなく横断しにくい。

□道幅広く横断に時間がかかる。

● ● □信号の設置

□横断歩道を全面に設置

□一方通行の標識を明確化

□取り締まり強化

● □館山警察署（信号・一方通行取り

締まり強化

● ● □信号機の設置，標識の向きや位置は，児童の通学

状況，交通量を調査し検討

■横断歩行者等妨害等違反，時間指定の通行禁止の

取り締まり強化

□継続検討

■継続して取り締まり実施

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動
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・
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35 館山 館山小 館山市笠名252番・県道257号線

安楽寺付近

松本精肉店付近

食堂汐入付近

□カーブがあり交通量が多い。

□歩道が狭い。

● ● □カーブを知らせる標示

□歩車道分離のガードレール・

ポールの設置

● □安房土木事務所（カーブ標示・

ガードレール・ポール）

● □区画線の再塗装

□路肩部の着色を検討

□令和4年3月までを予定

□予算の担保がないため未定

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

36 館山 館山小 館山市笠名1648番2号・県道257

号線・交差点

海上技術学校付近

□バス降車時に横断する児童が多い。

□横断歩道が消えかかっている。

● ● □横断歩道の再塗装 ● □館山警察署（横断歩道）

□安房土木事務所（区画線，ポール

等の設置）

● □横断歩道の再塗装

□区画線の再塗装

□ポールの設置

□令和3年度中

□令和3年4月までを予定

□継続検討

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

37 館山 館山小 館山市大賀787番・市道

海上技術学校付近

□交通量が多いが、外側線がない。 ● □外側線の設置 ● □市民協働課（区画線） ● □区画線（実線）の標示 □令和3年度中 定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

38 館山 館山小 館山市195番2号・県道257号

線・交差点

マルト電気付近

□交通量が多いが、歩道が狭い。

□ガードレールによって歩道が狭くなっている。

● ● ● ● □歩道の拡張

□ガードレールの移設

□停止線の再塗装

● □館山警察署（横断歩道，停止線）

□安房土木事務所（歩道の拡張、

ガードレールの位置）

□安房土木事務所（路肩部の着色）

● ● □横断歩道の再塗装

□停止線の位置

□歩道の拡張及びガードレールの位置変更は実施不

可

□路肩部の着色

□補修依頼済み

□継続検討

□実施不可

□継続検討

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

39 館山 館山小 館山市上真倉2124番・市道

宗眞寺付近

□通学路になっているが、外側線がなく歩道がわ

からない。

● ● □速度制限30㎞を設定，または，

速度規制の標示

□外側線の設置

● □館山警察署（速度制限を30㎞，速

度規制の標示）

□市民協働課（外側線）

● ● ■速度制限を30㎞，制限速度の標示は実施不可。

□外側線（実線等）の設置

■実施不可

□令和3年度中

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

40 館山 館山小 館山市沼182番　市道・丁字路

館山小学校校庭先の丁字路

□両側が生垣になっており、歩行者や自転車に気

づかない。

□「止まれ」の文字や停止線が消えている。

● ● ● ● □横断歩道の設置

□「止まれ」、停止線の再塗装

□道路の拡張

□注意喚起の標識

● □館山警察署（横断歩道，停止線，

「止まれ」）

□建設課（道路拡張）

□市民協働課（区画線）

● □横断歩道の設置は，見通しが悪いため実施不可

□停止線，「止まれ」の再塗装

■道路の拡張は実施不可

□区画線（破線等）再塗装

□実施不可

□令和3年度中

■実施不可

□令和3年度中

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

41 館山 館山小 館山市沼1017番・県道257号

線・三叉路

自衛隊南側

□自衛隊方面から左折してくる車両が、歩道に乗

り上げており、信号待ちの歩行者と接触する恐れ

がある。

● □ポール、ガードレール等を設置

□待機場所の確保

● ● □安房土木事務所（ポール、ガード

レール）

□市民協働課（待機場所）

● ● □ポールの設置

□待機場所の確保（カラー舗装等）

□予算の担保がないため未定

□令和3年度中

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

42 館山 館山小 館山市173番3号・県道257号線

館山小学校入り口交差点付近か

ら田村病院前

□バス降車時に、歩行する児童が多い。 ● □歩車道の区別（色分け）

□歩道の拡幅

● □安房土木事務所（歩道のペイン

ト、歩道の拡幅）

● ● □路肩部の着色

□歩道の拡幅は実施不可

□予算の担保がないため未定

□実施不可

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

低学年の下校時は、職員がバス停

まで見送っている。

43 館山 館山小 館山市沼946番・県道257号線

安藤表具店付近

□カーブがきつく、見通しが悪い。

□歩道が狭い。

● □ポールの設置 ● □安房土木事務所（ポールの設置，

歩道のペイント）

● □ポールの設置及び路肩部の着色を検討 □予算の担保がないため未定 定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

44 館山 館山小 館山市沼1664番1号・県道257号

線

赤門整形外科付近

□カーブがきつく、見通しが悪い。

□歩道が狭い。

● □ポールの設置

□歩車道の区別（色分け）

● □安房土木事務所（ポールの設置、

歩道のペイント）

● □ポールの設置及び路肩部の着色を検討 □予算の担保がないため未定 定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

45 館山 館山小 館山市宮城280番・県道257号線

太田自転車店付近

□歩道が狭い。

□交通量が多く、制限速度を守らない車両が多

い。

● □ポールの設置

□歩車道の区別（色分け）

□速度取り締まり

● □館山警察署（速度取り締まり）

□安房土木事務所（ポールの設置、

歩道のペイント）

● □速度取締りを検討

□ポールの設置及び路肩部の着色を検討

□継続検討（継続監視実施）

□算の担保がないため未定

安心・安全サポーターによる見守

り活動

番線学友会による指導

46 館山 館山小 館山市沼1664番1号・県道257号

線

赤門整形外科付近

□歩道が狭い。 ● ● □ポール、ガードレールの設置

□歩車道の区別（色分け）

● □安房土木事務所（ポールの設置、

歩道のペイント）

● □ポールの設置及び路肩部の着色を検討 □予算の担保がないため未定 定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

47 館山 館山小 館山市館山1052番・県道257号

線・交差点

下町交差点

□海岸方面へと左折する車に巻き込まれる恐れが

ある。

● □ポール、ガードレールの設置

□待機場所の確保

● □安房土木事務所（ポールの設置、

歩道のペイント）

□市民協働課（待機場所の確保）

● □ポールの設置及び路肩部の着色を検討

□待機場所の確保（カラー舗装等）

□予算の担保がないため未定

□令和3年度中

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

48 館山 館山小 館山市上真倉2083番　　市道

沼市営住宅の丁字路から妙音院

先の丁字路

□道幅が狭く、交通量が多い。

□道沿いの樹木が鬱蒼としている。

● ● □速度制限を30㎞に変更

□道沿いの樹木の整備

● □館山警察署（速度制限を30㎞）

□建設課（樹木の剪定）

□市民協働課（区画線）

□速度制限を30㎞は，登校状況や交通量を調査し検

討

□道路改良，パンプ（路面の凹凸）

□樹木の剪定

□区画線（文字）の標示

□継続検討

□継続検討

□必要に応じて依頼

□令和3年度中

定期的に児童と一緒に歩行し、指

導している。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

49 館山 館山小 館山市館山258番1号　市道

館山博物館の塀

□塀が倒れてくる可能性がある。

□塀の上の瓦が落ちてくる可能性がある。

● □瓦の撤去や地震に耐えられる耐

震構造への変更

● □館山市博物館（塀、瓦） ● □塀及び瓦の耐震を確認 □耐震確認済み

50 館山 館山小 館山市館山338番2号　市道

館山幼稚園小学校駐車場付近

□横断歩道が消えかかっている。

□外側線が消えかかっている。

● □横断歩道の再塗装 ● □館山警察署（横断歩道） ● □横断歩道の再塗装 □補修依頼済み 安心・安全サポーターによる見守

り活動

職員による見守り活動

51 館山 館山小 館山市館山274番　市道

城山公園付近の土手

□地震などにより、石垣や土砂が歩道に滑り落ち

る危険性がある。

● □石垣の補強

□土砂崩れ対策の補強部分の延長

● □都市計画課 ● □石垣の危険性を確認し対応 □10月末まで

52 館山 館山小 館山市沼1067番・県道257号線

松本精肉店付近

□カーブがきつく、見通しが悪い。

□歩道が狭い。

● ● □ポール、ガードレールの設置

□歩車道の区別（色分け）

● □安房土木事務所（ポールの設置、

歩道のペイント）

● □ポールの設置及び路肩部の着色を検討 □予算の担保がないため未定

53 館山 館山小 館山市411番7号・県道257号線

大賀バス停付近

□バス停の近くに横断歩道がなく、児童が横断し

にくい。

● □横断歩道設置 ● □館山警察署（横断歩道）

□安房土木事務所（区画線の再塗

装）

● ■バス停付近に横断歩道の設置は新たな危険が生じ

るため設置不可。

□路面標示、外側線の引き直し

■実施不可

□継続検討
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54 館山 館山小 館山市館山217番1号・県道257

号

田村病院付近

□歩道が狭く危険である。 ● □歩道の拡張 ● □安房土木事務所（歩道拡張） ● □歩道の拡張を随時対応

□区画線の再塗装

□継続検討

□令和4年3月までを予定。

安心・安全サポーターによる見守

り活動

職員による見守り活動

55 館山 館山小 館山市館山83番　市道

セントラルスポーツ館山付近の

塀

□石など落ちてくる可能性があり危険である。 ● □石垣や塀の落下防止 ● □安房土木事務所（塀、石垣）

□建築施設課

● □平成30年度に点検を実施し，傾斜，亀裂，基礎等

について指摘があり持ち主に周知済みであるが，再

度対策検討

□令和3年12月までを予定

56 館山 館山中 館山市館山207番2号・県道257

号線

自衛隊東側

□交差点に向けて緩やかな上り坂となっており見

通しが悪い。

□道路幅と路側帯が狭く、自転車が自動車を避け

るスペースがない。

● □道路を拡幅し、歩行者や自転車

が走行できる歩道の整備

● □安房土木事務所（道路拡幅、歩道

の整備）

● □歩道の拡張を随時対応

□路肩部の着色を検討

□継続検討

□予算の担保がないため未定

57 館山 館山中 館山市301番1号・県道86号線青

柳北交差点と国道410号線下真

倉北交差点をつなぐ道路

里見の湯付近

□自転車の通行が認められていない歩道であり、

車道を走る自転車が危険である。

□他の道も渋滞や見通しが悪いため、ここを通学

路することについて地域から進言があった。

● □歩道を自転車も通行できるよう

に許可

● □館山警察署（自転車通行許可） ● ■通学状況，交通量を調査の上，歩道の自転車通行

については，小学生は通行可

■通行可（小学生） 職員による登下校時の巡回

58 館山 館山中 館山市長須賀157番7号・国道

410号線

NTT館山バス停前

□自動車の交通量が多いため、歩道が広くなって

いる。

□自転車通学者がこの歩道を通ることはできな

い。

● □歩道を自転車も通行できるよう

に許可

● □館山警察署（自転車通行許可） ● ■通学状況，交通量を調査の上，歩道の自転車通行

については，小学生は通行可

■通行可（小学生）

59 館山 館山中 館山市大賀456番・県道257号線

セブンイレブン大賀店付近

□道路左側の貯水池にしっかりとした柵がないた

め、自転車で左側走行中に貯水池に落ちる危険性

がある。

● ● □歩道の拡幅

□柵の設置

● □安房土木事務所（歩道の拡幅）

□都市計画課（柵の設置）

● □必要があれば対策検討

□柵の現状を確認の上，必要があれば対応

□継続検討

□現地確認

60 館山 館山中 館山市136番・市道

館山中正門前

□市民体育館もあり、館山中には、車両の乗り入

れが多い。登下校時には、幅員が狭いにもかかわ

らず、交通量が多く、スクールバスも出入りする

ため、事故が起きやすい。

● □正門前にカーブミラーを設置 ● □教育総務課 ● □正門前にカーブミラーの設置等を検討 □継続検討 登下校時に正門付近に職員を配置

し、安全指導を行っている。

61 館山 館山中 館山市1441番1号市道

房州ガス付近

□高い塀と緩やかなカーブで車からは、生徒が飛

び出てくるように見える。

□走りなれている車両も多く、生徒からは、「ス

ピードを出している車が多い。」と聞く。

□「飛び出し注意」の看板が見えにく。

● □車両のスピードが落ちるよう

な、看板や注意喚起

● □市民協働課（看板や表示等） ● □区画線（破線等）を標示 □令和2年度に実施済み

（再塗装の必要なし）

62 館山 館山中 館山市136番・市道

館山中前道路

□統合し、710名ほどの生徒が登下校しているにも

かかわらず、車両の数も多く道幅も狭く危険であ

る。

● □時間帯のスクールゾーンの指定

□交通指導員の配置

● □館山警察署（スクールゾーン）

□市民協働課（交通指導員）

● ■時間指定のスクールゾーンについては，沿線住居

者の意見を聴取しつつ，通学状況，交通量を調査し

たが，対応不可

■佐々木商会前の交通指導

■実施不可

■令和3年度実施中

登下校時に正門付近に職員を配置

し、安全指導を行っている。

63 館山 館山中 館山市館山1395番・交差点

要橋付近

□道路が狭いうえ、登下校で多くの生徒が一度に

集中する。

□学校側に左折する際は、塀によって見えにく

く、事故の危険性が高い。

● ● □横断歩道の設置

□カーブミラーの移設

● □館山警察署（横断歩道）

□市民協働課（カーブミラー）

● ● ■横断歩道の設置は，見通しが悪いため実施不可

■カーブミラーを見やすい位置に移設

■実施不可

■令和3年8月実施済み

下校時に職員が指導に当たってい

る。

64 西岬 西岬小 館山市波佐間74番3号

西岬小～見物

□幅員が狭いため、歩道が狭い。

□バスが通る時や車がすれ違う時、児童が畑に降

りることがある。

● ● □ガードレールの設置 ● □市民協働課（ガードレール，区画

線）

● ■ガードレールの設置は実施不可

■区画線（実線）の再塗装

■実施不可

■令和3年度中

65 西岬 西岬小 館山市洲崎1333番・県道257号

線

洲崎神社前バス停付近

□児童が多数乗降するバス停であるが、乗降のた

め児童が道を横断するので危険である。

● ● □館山警察署（横断歩道）

□安房土木事務所（区画線）

● ● □バス停付近に横断歩道の設置は新たな危険が生じ

るため設置不可。他の場所での設置を検討

□区画線の再塗装

□継続検討

□令和4年3月までを予定

66 西岬 西岬小 館山市見物516番

西岬小から波佐間バス停までの

道

セミナーハウス付近

□街灯がほとんどなく、周りも竹藪なので危険で

ある。

● □防犯対策

□街灯を設置

□空き家の確認

● □館山警察署（防犯）

□市民協働課（街灯設置、空き家）

● □危険箇所として署内で情報共有を図り，警戒を実

施

■照度を確認

□署内で情報共有

■対応不可（平成30年に合同点

検実施，照度があったことから

対応なし）

67 西岬 西岬小 館山市見物78番

西岬小北側

□朝、駐車場で体操したり、道路をウォーキング

したりしている人がいるが、どのような建物で、

どのような住民なのか把握できていない。

● □建物の情報 ● □教育総務課 ● □所有者等確認 □本年度中 児童への指導

68 西岬 西岬小 館山市加賀名77番23号・市道

西岬小正門前～見物方面への道

路

□見通しが悪く、徐行などの表示もない。 ● ● □一時停止

□区画線や「徐行」の道路標示等

● □館山警察署（一時停止）

□市民協働課（区画線，道路標示

等）

● ● ■一時停止の設置不可

■区画線の再標示

■実施不可

■平成30年度に区画線再標示済

み（再標示の必要なし）

地域住民による見守り

児童への指導

69 西岬 西岬小 館山市洲崎61番2号・県道257号

線

西坂田バス停から矢尻の井戸前

バス停付近

□県道の両側に草や竹等が生えているため、見通

しが悪く危険である。

□カーブが多く、設置された交通標識も破損して

いる。

□児童が利用するバス停もあり、下車後の歩行に

注意が必要とされる。

● ● ● □草や竹等の剪定

□交通標識の再設置

● □安房土木事務所（草や竹の剪定、

標識設置）

● □破損した標識の設置

□区画線の再標示

□樹木の剪定

□令和4年3月までを予定

□令和4年3月までを予定

□適宜実施

バスの乗車や下車後の指導

安全マップに掲載し掲示

地区児童会で注意喚起

70 西岬 西岬小 館山市早物47番1号・市道・三

叉路

喜久屋商店付近

□見通しが悪く、交通量も多い。 ● ● □自動車に注意喚起する標識の設

置「通学路」等

● □市民協働課（道路標示） ● ■区画線（実線等）の再標示 ■令和3年度中 安全マップに掲載し掲示

地区児童会で注意喚起

地域の安全協会・保護者による見

守り71 西岬 西岬小 館山市47番1号　市道

早物バス停付近

□カーブがあるうえ、樹木が生い茂っており見通

しが悪い。

● ● □樹木の剪定

□自動車に注意喚起する標識の設

置「通学路」等

● □建設課（樹木の剪定）

□市民協働課（道路標示）

● ■樹木の剪定

■区画線（文字）の再標示

■必要に応じて依頼

■令和3年度中

安全マップに掲載し掲示

地区児童会で注意喚起
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72 房南 房南学園 館山市470番・農道

大石青年館から房南学園方面へ

の農道

□道幅が狭い

□街灯がない

● □ガードパイプ設置

□街灯設置

● □市民協働課（ガードパイプ、街灯

設置）

□学校（国道410号の利用を斡旋）

● ● ■ガードパイプの設置は不可

■電線を引くことは困難

□国道410号線の利用を斡旋

■対応不可

■対応不可

□令和3年10月末

国道410号線の利用を斡旋

73 房南 房南学園 館山市洲宮806番・市道　

ひかりの子学園からJRバス洲崎

停留所への下り坂

□坂の上に保養所ができ、他県ナンバーの車両が

スピードを上げて走行する。

□カーブになっており、見通しが悪い。

● ● □減速させる交通標識

□カーブミラー

● □市民協働課（道路標識、カーブミ

ラー）

● □平成28年度に注意看板2基設置済み

□カーブが緩やかなため，カーブミラーの設置は必

要なしと判断

□平成28年度に設置済み 児童生徒への全体市道

74 房南 房南学園 館山市佐野2070番・国道410号

房南学園周辺

□交通量が多く、見通しの悪いカーブもある。

□歩道が狭い。

□「学童注意」等の標識がない。

□夏場は歩道を覆うように草や枝が伸び、歩道が

通りづらい。

● □歩道の自転車通行可の規制

□歩道の整備

□歩車道の区別（着色）

□交通表示や標識の設置

□道路わきの草木の剪定

● □館山警察署（歩道の自転車通行

可）

□安房土木事務所（交通環境整備）

● ● ■歩道の自転車通行可の規制は対応不可

（車道を通る危険がある場合は歩道通行可能だが歩

行者優先）

□歩道の整備

□路肩部の着色

□表示や標識の設置

□歩道や道路脇の草木の剪定

■対応不可

□未定

□予算の担保がないため未定

□令和4年3月までを予定

□適宜実施

交通安全教室の実施

75 房南 房南学園 館山市2260番１号・市道

房南学園前

□JA神戸への右折車とJA神戸から登校する児童生

徒や車両と交差し、事故の危険性がある。

□雨天時には車の台数も多くなり危険である。

● ● □登下校時間帯の一方通行また

は、右折禁止等の制限

□学園周辺のスクールゾーン指定

● □館山警察署（一方通行等）

□学校（安全指導）

● ● ■一方通行，右折禁止は実施不可

□学校周辺の時間指定による通行禁止規制について

は継続検討

□学校での安全指導

■実施不可

□継続検討

□継続指導

登校時の職員による安全指導

正門前で一時停止の徹底

76 房南 房南学園 館山市藤原928番1号・市道

国道410号から布沼方面

□布沼、洲崎方面からの自転車痛の生徒が全校の

20％を超える。徒歩通学の児童もいる。歩道が狭

く交通事故の危険性が高い。

□大型のトラックや路線バスも通る。

● ● □幅員拡張

□自転車も通行できる歩道の整備

● □安房土木事務所（路側帯のカラー

舗装）

□建設課（歩道の整備）

□樹木の剪定

□市民協働課（交通環境整備）

● ● □路側帯のカラー舗装化、警戒標識、路面標示等の

設置

□道路拡幅，歩道の設置は用地確保困難

□樹木の剪定

□警戒標識設置，区画線（実線，文字）標示済み

□学校での安全指導

□継続検討

□対応不可

□必要に応じて実施

□実施済み

□継続指導

交通安全市道の重点箇所として安

全指導

登下校時の安全指導

77 神余 神余小 館山市神余4568番・県道86号線

くるくる駄菓子屋前

神余青年館前

18分団詰め所前

山下地区

大倉バス停

□路肩が少なく、児童の通行が危険。

□外側線が消えかかっているく感がある。

● ● □道路の拡幅

□歩道の設置

● □安房土木事務所（幅員拡幅、歩道

の確保、外側線）

● □歩道の整備については，他の箇所で整備中であ

り，本箇所の整備は未定

□区画線

□樹木の剪定

□未定

□令和4年3月までを予定

□適宜実施

78 神余 神余小 館山市神余5179番2号・県道86

号線付近

大倉バス停の下の橋

□橋が狭くて危険。 ● ● □橋の幅の拡張 ● □建設課（橋幅拡張） ● □橋の拡幅は実施不可

□橋の安全性について定期点検実施

□実施不可

□5年に1回の定期点検を実施

79 神余 神余小 館山市1352番2号・県道86号線

付近

塩井土橋

□橋が狭くて危険。

□橋が古くて危険である。

● ● □橋の幅の拡張 ● □建設課（橋幅拡張） ● □橋の拡幅は実施不可

□橋の安全性について定期点検実施

□実施不可

□5年に2回の定期点検を実施

80 神余 神余小 館山市神余2617番・県道86号線

神余小北側のカーブ

□外側線の内側が非常に狭い。

□見通しの悪いカーブであり、過去に自動車と児

童との接触事故があった。

● ● □歩道の設置や拡張 ● □安房土木事務所（歩道の設置や拡

張）

● ● □歩道の整備については，他の箇所で整備中であ

り，本箇所の整備は未定

□路面標示等

□路肩部の着色を検討

□未定

□令和4年3月までを予定

□予算の担保がないため未定

学期はじめに安全指導と安全確認

81 神余 神余小 館山市神余1362番1号　県道86

号線

神余小学校前

□児童が横断中、前の車が止まっているにもかか

わらず、その車を追い越してくる車があり、事故

の危険性が高い。

● □定期的な警察の見回りや交通指

導

● □館山警察署（見回り、交通指導）

□安房土木事務所（車道のカラー舗

装）

● □危険箇所として情報共有し，通学時間帯の街頭監

視を実施

□横断歩道前後のカラー舗装

□必要に応じて実施

□継続検討

定期的に職員や保護者が安全指導

を行っている。

82 神余 神余小 館山市3433　市道

山下地区

□児童の身長よりも高い塀がある。

□保護者から危険だと指摘があった。

● □危険度の確認 ● □建築施設課（塀の確認） ● 平成30年度に点検を実施し、傾斜、亀裂、基礎等に

ついて指摘箇所があったため、持ち主に、その旨周

知済み。（館山市建築施設課も本件について把握済

み）

確認後，必要があれば土地所有者に周知

□令和3年度中

83 神余 神余小 館山市神余2909番　市道

山下地区

□児童の身長よりも高い塀がある。

□保護者から危険だと指摘があった。

● □危険度の確認 ● □建築施設課（塀の確認） ● 平成30年度に点検を実施し、傾斜、亀裂、基礎等に

ついて指摘箇所があったため、持ち主に、その旨周

知済み。（館山市建築施設課も本件について把握済

み）

確認後，必要があれば土地所有者に周知

□令和3年度中

84 神余 神余小 館山市2833番2号～2971番　農

道

神余小西

□道が狭い。

□街灯がない。

□保護者から危険だと指摘があった。

● □危険度の確認 ● □建設課（道路拡幅）

□学校

● □令和5年度以降道路拡幅を実施予定

□周辺は農地ということもあり，物理的に電線を引

くことは困難

□市道5014号線の利用を斡旋

□継続検討

□10月末まで

85 神余 神余小 館山市神余1362番1号　県道86

号線

神余小学校前

□児童が横断中、前の車が止まっているにもかか

わらず、その車を追い越してくる車があり、事故

の危険性が高い。

● ● □定期的な警察の見回りや交通指

導

□横断歩道の再塗装

● □館山警察署（見回り、交通指導）

□館山警察署（横断歩道）

● □危険箇所として情報共有し，通学時間帯の街頭監

視を実施

□横断歩道の再塗装

□必要に応じて実施

□令和3年度中

定期的に職員や保護者が安全指導

を行っている。

86 豊房 豊房小 館山市大戸241番　県道　

豊房小学校プール脇

□児童が簡単に近づける場所に、蓋のない防火水

槽がある。

□柵も老朽化していて危険である。

● □防火水槽に蓋や柵を設置 ● □危機管理課（蓋や柵）

※防火水槽管理者

● □防火水槽の蓋かけを検討中 □令和3年度中 近づかないよう指導している。

87 豊房 豊房小 館山市大戸242番3号　県道　

豊房小学校プール脇

□雨が降ると側溝から水があふれだし、大きな水

たまりになる。

● □水があるれないよう、蓋の設置 ● □市民協働課（防護柵） ● □防護柵の設置を検討中 □令和3年度中 大雨が降った時など、職員が安全

確認と指導をしている。
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88 豊房 豊房小 館山市大戸531番1号　県道86号

線と県道188号線を結ぶ道路

豊房小学校前

□右側通行で下校する際に、現在の横断歩道の位

置だと遠回りになる。

□プールへの移動の時、遠回りをしなければなら

ない。

□左折車が勢いよく曲がってくると危険である。

● □横断歩道の設置 ● □館山警察署（横断歩道） ● □横断歩道の移設 □継続検討 複数の職員で安全確認し、横断さ

せている。

89 館野 館野小 館山市国分959番　市道

小学校踏切から国道128号線に

抜ける道

□自家用車が1台通れるだけの道幅であり、車両が

交差できない。

□児童の登下校時は、通勤時間とも重なり危険で

ある。

● ● □一方通行及び通学時間帯は、指

定車両のみ通行可とする

□速度制限を30㎞に変更

□「通学路」の再塗装

□道路舗装

● □館山警察署（一歩通行等、速度制

限を30㎞）

□建設課（道路舗装）

□市民協働課（道路標示）

● ● □一方通行及び時間帯の指定車両のみ通行可能道路

については，調査実施のうえ検討

□速度規制については，調査実施のうえ検討

■平成30年度に道路舗装工事を実施済み

■平成30年度に区画線（文字）を再標示済み

※現地確認し，再標示の必要なしと判断

□継続検討

□継続検討

■実施済み

■実施済み

地域の見守り隊や保護者による見

守り活動

90 館野 館野小 館山市山本1023番　市道

館野小学校南側の市道

□道路幅、歩道ともに狭く、車が１台通る際も、

児童との接触の危険性がある。

□雨天時は交通量も増え、傘をさし視界が悪くな

りさらに危険である。

● ● □側溝の蓋

□歩道の拡幅

● □建設課（側溝の蓋、歩道の拡幅）

□市民協働課（道路環境整備）

● □道路拡幅の事業化を検討中 □継続検討 定期的に、学校職員、見守り隊、

PTA役員が、見守り活動を行って

いる。

91 館野 館野小 館山市山本295番1号～991番1号　

市道　館野小付近

　正門前　

　幼稚園南側

□横断歩道や外側線が消えかかっている。 ● ● □横断歩道の再塗装

□外側線の再塗装

● □館山警察署（横断歩道）

□市民協働課（外側線）

● □横断歩道の再塗装

□区画線（実線等）

□令和3年度中

□令和3年年度中

定期的に、学校職員、見守り隊、

PTA役員が、見守り活動を行って

いる。

92 館野 館野小 館山市山本1235番1号　市道

国道128号線から正門に向かう

途中の市道

（正門から地域医療センター）

□自家用車が1台通れるだけの道幅であり、車両が

交差できない。

□児童の登下校時は、通勤時間とも重なり危険で

ある。

● ● □速度制限を30㎞に変更

□標識の向きの変更

□「学童注意」の再塗装

● □館山警察署（速度制限を30㎞）

□市民協働課（道路標示）

● ● □児童の通学実態，交通量を調査のうえ検討

□区画線(文字)の再標示

□継続検討

□令和3年度中

正門での指導

警察への通報

93 館野 館野小 館山市国分116番3号　市道

　茅野団地手前の丁字路

□交通量が多く途切れることがない。

□車の速度が速い。

□児童が横断するタイミングが難しい。

※15名ほどの児童が通学している。

● ● □信号機の設置 ● □館山警察署（信号機の設置）

□市民協働課（道路環境の整備）

● ● □児童の通学実態，交通量を調査のうえ検討

□区画線(文字)の再標示

□継続検討

□令和3年度中

見守り隊による毎朝の交通指導

94 九重 九重小 館山市安東233番　県道187号線

国道128号線稲交差点から千倉

方面に向かう県道

□交通量が多く、車がスピードを出している。

□歩道が狭く、児童が車道に出たり、荷物が車両

に接触する危険性がある。

● ● ● □信号の設置

□ポール、ガードレールの設置

□横断歩道の再塗装

□外側線の再塗装

● □館山警察署（信号の設置）

□安房土木事務所（ポール、ガード

レール、横断歩道，外側線の再塗

● ● □信号の設置は，新たな危険が生じるため対応不可

□歩道整備を検討中

□ガードレールやポールは設置不可

□区画線の再塗装

□実施不可

□継続検討

□実施不可

学期はじめ、月1回、職員や交通

安全協会、保護者が登校時に安全

指導をしている。

95 九重 九重小 館山市安東550番・県道187号線

大平橋周辺

□交通量が多く、車がスピードを出している。

□歩道が狭く、児童が車道に出たり、荷物が車両

に接触する危険性がある。

● ● □信号の設置

□横断歩道の再塗装

● □館山警察署（信号の設置）

□安房土木事務所（区画線の再塗

装）

● ● □信号の設置は，新たな危険が生じるため対応不可

□区画線（実線等）の再塗装

□実施不可

□令和4年3月までを予定

96 九重 九重小 館山市安東22番1号　国道128号

線

九重地区公民館前信号機から仙

八前の歩道

□報道のアスファルトが、長い年月により削られ

ている。

□砂利が吐出している状態で躓きやすい。

● □歩道の整備 ● □安房土木事務所（歩道の整備） ● □歩道舗装の補修 □令和4年3月までを予定

97 九重 九重小 九重地区各スクールバス停付近 □停車中のバスの前後の打断が危険 ● □バス停付近に注意喚起の看板の

設置

● □安房土木事務所（区画線の再塗

装）

□教育総務課（看板等の設置）

□学校

● ● □路面標示、外側線の引き直し

□バス停付近に注意喚起の看板の設置

□児童生徒への指導

□継続検討

□継続検討

□実施済み

1 44 53 0


